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第 63 回財務省 NGO 定期協議会 NGO 側からの質問書 

議題３：モザンビークの債務問題と円借款供与方針について～2016 年 6 月協議会フォ

ローアップ 

提案者：日本国際ボランティアセンター 高橋清貴・渡辺直子、アフリカ日本協議会 津山直子・舩田

クラーセンさやか 

  

1. 質問書の背景（これまでの議論のふり返り） 
2016 年 3 月 15 日に開催された第 61 回財務省 NGO 定期協議会では、NGO 側議題として

「アフリカの債務持続性に関する財務省の方針について」が設定された1。日本をはじめとす

る各国ドナーや国際機関が一旦帳消しした債務が、サハラ以南アフリカ諸国で再び積み増しし

ている現状を踏まえ、日本政府や財務省の見解を求めた。その後、第 61 回で事例として扱っ

たモザンビークの「債務隠し問題」が 2016 年 4 月に発覚したことを受けて、第 62 回（2016
年 6 月 24 日）では、あらためて同国を事例として、円借款供与方針におけるリスク予防やガ

バナンスとの関係等について議論した。 
今回は以上と、第 62 回の議論のうち、特にモザンビークの債務問題に対する今後の対応の

検討材料として財務省側から触れられた以下の内容を受けて議論を継続したい。具体的には、

「IMF の（モザンビーク訪問）調査」「G14 としての動き」「TICAD VI」「2国間のバイ会談」が

判断基準・タイミングとして提示され、その後これらに関連した新しい動きがあったことを踏

まえ、具体的にいつ、どの情報／事実に基づいて、どのような判断があったのかを財務省側か

ら共有していただき、受益国のガバナンス悪化に対するドナー国としての責任・対応方針を含

めて、引き続き議論を深めたい。 

 

 以下、第 62 回で議論された主な内容（抜粋）2。 

NGO：一つは、今の状況の中でどういったメッセージを出すかだと思う。要は相手国の行政能力だと

思うそこをどう判断したかをお聞きしたい。 

もう 1 つの点は切迫性だ。そのまま放置しておいて良いのか、しばらく様子を見る段階にあるのか

の判断に関して、私たちはかなり切迫性が高いと思っている。例えば日本はモザンビークを 2010 年、

確か 700 億円の供与を安倍首相は約束していたと思うが、例えばそういったものをいったん棚上げ

にするとか中断する行動があっても良いと思っている。その辺りのメッセージをどうお考えか。 

もう 1 点は、ガバナンスの問題を出させて頂いた。難民が出ていたり、メディア関係の方や学者が

殺されていたり、といった状況がある。そういった中で、リスクヘッジをそろそろ考えた方が良いの

ではないか。 

財務省：まずどういったメッセージを出すかだが、ご提案があった例えば 700 億円を一時サスペン

ドするのも一案ではあると思う。それからこういった状況なので円借款供与も状況を見ることを 1 つ

のメッセージにはあげている。具体的なメッセージをどう示すかは IMF もモザンビーク政府からどう

いったことを求めるか、そういったことをまさに議論中なので、そこに対して日本もきちんと入って、

IMF が今行なっていることをきちんと反映させていきたいし、あとは 2 国間として外務省にも相談し

てやっていきたいと考えている。 

リスクヘッジは予防策だが、やはりガバナンスがしっかりしていないと駄目なので、今、こういう

ことが発覚して自国政府として何をしようとしているのか、やはりここがオーナーシップの観点から

とても大事だと思っている。自国政府としてやろうとしていることが不十分なのか、満足いくものか

どうか、少し足りないのであれば、やはり技術協力といった観点から IMF も行うし、JICA のツール

もあるので、そういったことをやらなければならないと考えている。   

                                            
1 http://www.jacses.org/sdap/mof/gijiroku61-70.htm 

2 http://www.jacses.org/sdap/mof/gijiroku/mof62.pdf 「議題 3：モザンビークの債務問題と円借款の供与方針について」 
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加えて日本政府として何かをしているかについては、現地では一般財政支援の G14 と言う枠組み

があり、既に発表もしているが、一般財政支援を日本はしていないのでこの G14 には入っていない

が、実際にはこの G14 の動きに日本も入って、やはりドナーとしての統一した動きが大事であるし、

これは日本としてもこれまで無かった新しい動き。実際には状況が動いているので、現時点では断定

的なことは難しいが、こういった方向で引き続き見届けていきたいと思っている。 

NGO：どういうタイミング、条件になったら最後におっしゃっていたような結論を出すのかよく分か

らない。このまま様子見がずるずる続くのではと思われるが、そこの辺りはどうか。 

財務省：正直回答が難しいが、節目、節目があるので、まずは IMF が調査中なので、まずそれが終わ

るタイミングが 1 つ。それから G14 としての動きがある。それから大きなイベントとしては TICAD 

VI があるので、もし 2 国間のバイ会談があれば当然そこで話はする。そういった節目を通じてやる

ことになると思う。 

 

2. 本議題の背景 
2-1. 急増するモザンビークの債務（データ）3 

 
 
2-2. 2016年4月に発覚した巨額の債務 

 

作成：網中4 

                                            
3 https://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/reference_ja/2016/05/48351/20160523_SeriesMacro.pdf 
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なお、モザンビークは、2005 年 12 月に CP 達成国となり、日本政府は 2006 年度に 70.89 億円

の円借款を免除するとともに、同年度に円借款を再開した。その後、日本政府は、2015 年度

までに累積で 704.26 億円を供与している。 

 

2-4. 第62回協議会（2016年6月24日）の後の新たな動き 

・5月 9日：米国（日本同様モザンビークに一般財政支援を行っていない）によるモザンビーク債務

隠しに対する声明5 

「米国 他ドナーによるモザンビークへの支援見直し参加」 

「モザンビークの人びとのために行っている財政支援を減らしたくはないが、現状を鑑み、またこれら財政

支援の元となる税金を支払っている米国民に対する責任を果たすために、支援見直しを行う」 

「モザンビークの人びとの発展に資するためには、透明性、アカウンタビリティ、責任ある財政管理が求め

られる」 

・6月 16-24：IMF 調査ミッションをモザンビークに派遣 

※調査団長 Michel Lazare 氏コメント6 

「モザンビークの債務総額は 2016 年度末には GDP に上る（通常高くて 40％）」 

「専門的調査によれば、現在リスクがかなり高い」 

「財政支援開催には、マクロ経済の軌道修正および透明性強化、ガバナンス改善、アカウンタビリティの確

保におけるさらなる前進が必要」 

「よって、支援の一時停止を継続」 

・7月 20 日：日本政府、モザンビークに対してナカラ回廊沿いの 13 の橋梁建設のための無償資金 

約 1,100 万ユーロ（約 13 億円）を供与（2013 年度に供与された、3,450 万ユーロに加えて）7 

・8 月 26 日：アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）出席のためケニアを訪れている安倍首相がモザンビー

クのニュシ大統領と会談8 

→ 両国は、二国間の、特に経済的な協力関係を強化する意思を確認 

→会議では債務隠し問題にも触れられたが、モザンビークの食料安全保障のために、2,700 万ドルの支援が約束

→外務省 HP の「日・モザンビーク首脳会談（ワーキングランチ）」では債務隠しについて一切触れられず 

 

3. 質問 
以上の歴史的経緯と現状などの背景を踏まえ、以下について質問いたします。 
 
(1) 他ドナーとの協調の基準について 

前回の協議会で貴省から「ドナーとしての統一した動きが大事」との発言がなされまし

た。その後、6 月の IMF 調査団の調査結果および結論においては、「支援の一時停止の継

続」を、日本と同様にモザンビークに対する一般財政支援を行っていない米国は、「現在

の状況と支援の原資を負担する米国納税者に対する責任を踏まえ、特に中央政府に対す

るあらゆる支援を見直す」と発表しました。一方、日本政府は 7 月に約 13 億円の無償資

金供与、8 月の TICAD 開催時の会合にあたっては 2,700 万ドルの支援が約束されました。

貴省が言う「他ドナーとの統一した動き」というのは、国際機関（IMF）でもなく、米

国でもないとすれば、どことどういう基準で統一を図ろうと考えているのでしょうか？  
 

                                                                                                                                          
4 網中昭世（ジェトロ・アジア経済研究所 地域研究センター アフリカ研究グループ）「ジェトロ・アジア経済研究所連続専

門講座 TICADVI の機会にアフリカ開発を考える コース 5 モザンビークにおける平和構築再考」配布資料より抜粋 
5 添付資料 1-1、1-2 
6 添付資料 2-1、2-2、2-3 
7 添付資料 3 
8 添付資料 4-1、4-2 
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(2) 無償と有償の判断基準の違いについて 
上記のように、日本政府は 7 月に同国に約 13 億円の無償資金供与を決定しました。それ

は、債務問題は深刻であるが、無償資金協力であれば問題ないという判断でしょうか？

すなわち、資金供与における「相手国政府のガバナンス」の考慮は、無償・有償では判

断基準が異なるのでしょうか。異なるのであれば、それぞれ具体的にどのよう基準で、

誰が、どのような情報に基づいて判断をするのか教えて下さい。 
 

(3) 新規と継続の意味の違いについて 
日本は、8 月の TICAD VI において、同国に約束した 2,700 万ドルの資金供与は有償、

無償のいずれでしょうか。また、「新規供与」は「継続」の場合以上に、同国への積極的

支持を意味します。先に質問した債務問題に鑑みて、「新規」で資金供与を約束すること

は果たして適切な判断でしょうか？同国のガバナンス状況についてのどのような分析・

判断に基づくものでしょうか？ 
 

(4) 納税者への説明責任のあり方について 
最後に、債務状況やガバナンスに問題のある国への支援に対して、納税者への説明責任

のあり方として、財務省としてどのような見解をお持ちか教えて下さい。特に、能動的・

積極的に説明すべきだと考えていますか？それとも、問われれば答える程度で良いと考

えていますか？ 
以上 


